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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

中間会計期間
第48期

中間会計期間
第47期

会計期間
自 2024年３月１日
至 2024年８月31日

自 2025年３月１日
至 2025年８月31日

自 2024年３月１日
至 2025年２月28日

売上高 (百万円) 169,154 185,947 354,018

経常利益 (百万円) 3,265 2,281 8,020

中間(当期)純利益 (百万円) 1,609 1,191 3,606

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) － － －

資本金 (百万円) 6,100 6,100 6,100

発行済株式総数 (千株) 139,420 139,420 139,420

純資産額 (百万円) 71,065 72,034 73,063

総資産額 (百万円) 165,315 190,917 187,262

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 11.56 8.55 25.90

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 11.54 8.55 25.87

１株当たり配当額 (円) － － 16.00

自己資本比率 (％) 42.9 37.7 39.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 14,676 15,534 12,866

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,350 △9,275 △34,003

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,229 △4,630 21,669

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 4,935 5,998 4,370

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当中間会計期間（2025年３月１日～2025年８月31日）における国内経済は、雇用・所得環境が改善し、景気は

緩やかに回復しております。一方で、米国の通商政策、中東情勢の影響など不安定な国際情勢が続き、先行き不

透明な状況が続いております。当社が経営基盤としている北海道では、観光需要の高まり、設備投資の活発化に

より景気は持ち直しの動きが見られますが、物価上昇が続く中、消費者の節約志向が継続し、生活防衛意識も高

止まりしております。

このような環境下、当社は中期５カ年経営計画の最終年度として「北海道のヘルス＆ウエルネスを支える企

業」の実現に向け、「商品と店舗の付加価値向上」「顧客化の推進」「地域との連携」「収益構造の改革」に取

り組んでおります。

当中間会計期間の売上高は、1,859億47百万円（前年同期比109.9％）となり、過去最高となりました。営業総

利益は、580億33百万円（前年同期比108.0％）となりました。

販売費及び一般管理費は555億69百万円（前年同期比109.7％）となりました。営業利益は24億63百万円（前年

同期比80.0％）、経常利益は22億81百万円（前年同期比69.9％）、中間純利益は11億91百万円（前年同期比74.0

％）となりました。営業総利益が想定を下回ったことで、人財投資をはじめとした成長投資や物価高騰の影響に

よるコスト増加をカバーできず、各利益項目は減益となりました。

業態別の売上高は、ＧＭＳ（総合スーパー）は1,022億12百万円（前年同期比110.6％、既存店前年同期比100.8

％）、ＳＭ（スーパーマーケット）は545億45百万円（前年同期比106.1％、既存店前年同期比102.0％）、ＤＳ

（ディスカウントストア）は318億45百万円（前年同期比114.4％、既存店前年同期比105.7％）となりました

（「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」の適用影響を除いて算出）。

ライン別の売上高は、衣料部門において、衣料品は支出優先度の低下により、前年同期比98.4％（既存店前年

同期比95.4％）と減収となりました。食品部門は前年同期比111.0％（既存店前年同期比102.6％）、住居余暇部

門は前年同期比107.9％（既存店前年同期比101.4％）となりました。

当中間会計期間において、当社が実施した取り組みは、次のとおりであります。

店舗戦略においては、2024年10月に株式会社西友から承継した店舗のうち２店舗を活性化し、いずれも計画通

りの売上高で推移しております。また、当中間会計期間後の９月、イオン札幌手稲駅前ショッピングセンターに

おいて専門店ゾーンを一新し、北海道初、地域初のテナントを誘致するとともに、マックスバリュ宮の沢店を活

性化しました。今後も承継店舗の店舗魅力向上をより一層図ってまいります。

館全体の魅力向上を図るべく、３月に「ディベロッパー本部」を新設しました。７月にはＧＭＳの実店舗を持

つ強みを体現すべく、イオン札幌手稲駅前ショッピングセンターの屋上スペースにてバーベキュー＆ビアガーデ

ンの催しを行い、子ども連れや友人同士など多くの方にご来場いただき、賑わいを創出しました。その他、文化

芸術を披露する場のご提供や、地域の方々を対象としたワークショップの開催などを積極的に行い、地域交流地

点としての役割創出に努めました。また、今冬イオン千歳店に北海道初となる室内キッズパーク「らくがキッ

ズ」がオープン予定で、さらなる店舗魅力向上に取り組んでまいります。

商品戦略においては、独自商品の開発を進め、道内産原料を使用した商品などを販売しました。下期において

は当社の看板商品「本気！」シリーズの改良をはじめ、新商品の開発に注力し差別化を図ってまいります。節約

志向の高まりへの対応として、イオンのプライベートブランド（以下、ＰＢ）「トップバリュ」の価格訴求型で

ある「トップバリュベストプライス」では厳選品目の値下げ、増量のほか定番時の販売を強化し、売上高前年同
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期比113.8％となりました。また、ＧＭＳ、ＳＭにおいて、高購入頻度商品の価格訴求を行いましたが計画未達と

なり、下期においてはさらに強度を高めて対応してまいります。

衣料、住居余暇の改革推進として、衣料では気候変動に合わせたマーチャンダイジングの見直しを行い、長い

夏への対応を進め、カットソーなどの関連商品は好調に推移しました。また、メンズにおいてビジネススタイル

のカジュアル化に対応すべく、「ＵＲＢＡＮＳＱＵＡＲＥ」の展開を拡大しましたが、売上高回復には至りませ

んでした。今後においてはレディースにも拡大するほか、北海道の冬に合わせたオリジナルアウターの商品をリ

ニューアルするなどし、魅力ある商品を打ち出してまいります。住居余暇においては化粧品売場「ＢＯＤＹＬＡ

ＢＯ」にて流行のアジアンコスメ商品を新たに品揃えするなどし、好調に推移しました。ＰＢのHOME COORDYにつ

いては専門売場を構築し、酷暑に合わせ「HOME COORDY コールド」を展開強化しました。下期においてもＰＢ商

品を水平展開してまいります。

人口減少や環境の変化により道内の商業施設が減少し、行事関連商品の購入場所がなくなってきている状況下、

ランドセルやゆかたなどにおいて商品発表会や積極的なＰＲを行い、ランドセルは市場が縮小する中、伸長しま

した。一方売上高計画未達となったカテゴリーもあり、当社の店舗を第一想起の存在とするため、在庫や露出な

どを見直してまいります。

顧客化の推進の取り組みにおいては、ⅰＡＥＯＮを活用し「ＷＡＯＮボーナスポイント」の付与や魅力あるキ

ャンペーンに取り組み、会員数は北海道民の７人に１人の割合となる約72万人となりました。インターネット販

売事業は、ネットスーパーにおいて拠点増加による承り件数の拡大や業務効率化を図り、売上高前年同期比135.2

％となりました。

生産性向上の取り組みにおいては、従前より進めている電子棚札、セルフレジ、タッチパネルモニター「ＣＩ

ボード」の導入を推進しました。その結果、作業の効率化につながり、総労働時間は既存店前年同期比97.9％と

なりました。

サステナブル経営の推進では、地域に根ざした環境・社会貢献活動を推進しており、新たに北海道日本ハムフ

ァイターズのホーム球場「エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ」とその近隣に所在する当社店舗周辺の清掃活

動を始めました。また、野球に関わる少年少女と北海道日本ハムファイターズの選手との交流や試合観戦に招待

しており、地域との共創を進めております。

当社は、これからもサステナブル経営を実践し、お客さまに「イオンのあるまちに住みたい」と思っていただ

けるよう事業改革を進めてまいります。
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② 財政状態の分析

（資産）

当中間会計期間末の資産は1,909億17百万円となり、前事業年度末に比べ36億55百万円増加いたしました。

内訳としましては、流動資産が36億42百万円、固定資産が13百万円それぞれ増加したためであります。流動資

産の増加は、商品が５億69百万円減少したのに対し、流動資産のその他(未収入金 等)が25億６百万円、現金及び

預金が16億27百万円それぞれ増加したこと等が主な要因であります。固定資産の増加は、投資その他の資産のそ

の他（前払年金費用 等）が16億97百万円減少したのに対し、店舗の活性化やイオンモール札幌苗穂の信託受益権

取得等により、土地・工具、器具及び備品等の有形固定資産が19億95百万円増加したこと等が主な要因でありま

す。

（負債）

当中間会計期間末の負債は1,188億83百万円となり、前事業年度末に比べ46億84百万円増加いたしました。

内訳としましては、流動負債が41億94百万円減少したのに対し、固定負債が88億78百万円増加したためであり

ます。流動負債の減少は、支払手形及び買掛金が40億16百万円、流動負債のその他(預り金、未払消費税等 等)が

31億12百万円それぞれ増加したのに対し、短期借入金が114億円減少したこと等が主な要因であります。固定負債

の増加は、長期借入金が90億円増加したこと等が主な要因であります。

（純資産）

当中間会計期間末の純資産は720億34百万円となり、前事業年度末に比べ10億29百万円減少いたしました。

これは主に、中間純利益の計上により11億91百万円増加したのに対し、配当の実施により22億28百万円減少し

たこと等が主な要因であります。

この結果、自己資本比率は37.7％(前事業年度末は39.0％)となりました。



― 6 ―

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、期首に比べ16億27百万円増加し59億98

百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は155億34百万円(前年同期は146億76百万円の収入)とな

りました。これは主に、未収入金の増加額36億86百万円、法人税等の支払額４億88百万円等により資金が減少し

たのに対し、税引前中間純利益15億42百万円、減価償却費37億76百万円、減損損失５億97百万円、仕入債務の増

加額40億16百万円、預り金の増加額62億66百万円等により資金が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は92億75百万円(前年同期は83億50百万円の支出)となり

ました。これは主に、差入保証金の回収による収入12億８百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資

産の取得による支出103億93百万円等により資金が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は46億30百万円(前年同期は52億29百万円の支出)となり

ました。これは主に、長期借入れによる収入160億円により資金が増加したのに対し、短期借入金の純減少額146

億円、長期借入金の返済による支出38億円、配当金の支払額22億25百万円等により資金が減少したためでありま

す。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 165,000,000

計 165,000,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年10月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 139,420,284 139,420,284
東京証券取引所

(スタンダード市場)
札幌証券取引所

単元株式数100株

計 139,420,284 139,420,284 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2025年４月11日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役 ３（社外取締役を除く）

新株予約権の数(個)※ 105

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 10,500（注）1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1

新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年５月31日 ～ 至 2040年５月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 1
資本組入額 1（注）2

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役
または監査役の地位にあることを要す。ただし、当社
の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任
日から５年以内に限って権利行使ができるものとす
る。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡または担保にすることができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ －

※ 新株予約権の発行時(2025年４月30日)における内容を記載しております。

(注) １．当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合

には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。

２．新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとす

る。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2025年３月１日～
2025年８月31日

― 139,420,284 ― 6,100 ― 23,678

(5) 【大株主の状況】

2025年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除

く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 91,289 65.51

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 4,929 3.54

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 千代田区丸の内3丁目3番1号 2,253 1.62

イオンフィナンシャルサービス
株式会社

東京都千代田区神田錦町1丁目1番地 1,272 0.91

加藤産業株式会社 兵庫県西宮市松原町9-20 1,012 0.73

イオン北海道従業員持株会 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 971 0.70

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳ
Ｅ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ ３８５７８１
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
（東京都港区港南2丁目15-1）

722 0.52

株式会社フジ 愛媛県松山市宮西1丁目2-1 566 0.41

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8-12 530 0.38

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ Ｂ
ＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ
ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,
MASSACHUSETTS
（東京都港区港南2丁目15-1）

492 0.35

計 ― 104,040 74.66

（注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、株式会社日本カストディ銀行（信託口）は、全て信託業務

に係るものであります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

－
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式73,200

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,392,261 同上
139,226,100

単元未満株式
普通株式

－ 同上
120,984

発行済株式総数 139,420,284 － －

総株主の議決権 － 1,392,261 －

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

イオン北海道㈱
札幌市白石区本通21丁目
南１-10

73,200 － 73,200 0.05

計 － 73,200 － 73,200 0.05

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年３月１日から2025年８月31日

まで)に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2025年２月28日)

当中間会計期間
(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,370 5,998

受取手形及び売掛金 564 643

商品 18,837 18,267

その他 13,676 16,183

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 37,446 41,088

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 55,218 55,536

構築物（純額） 3,246 3,146

機械及び装置（純額） 1,317 1,236

工具、器具及び備品（純額） 13,205 13,744

土地 46,566 47,865

リース資産（純額） 233 223

建設仮勘定 335 366

有形固定資産合計 120,123 122,119

無形固定資産

その他 7,519 7,332

無形固定資産合計 7,519 7,332

投資その他の資産

差入保証金 12,410 12,333

繰延税金資産 6,879 6,838

その他 4,368 2,671

貸倒引当金 △1,485 △1,466

投資その他の資産合計 22,173 20,376

固定資産合計 149,815 149,828

資産合計 187,262 190,917
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年２月28日)

当中間会計期間
(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,945 33,962

短期借入金 23,600 12,200

未払法人税等 766 579

賞与引当金 1,104 1,236

役員業績報酬引当金 16 8

店舗閉鎖損失引当金 76 215

その他 24,349 27,461

流動負債合計 79,858 75,663

固定負債

長期借入金 22,600 31,600

長期預り保証金 9,232 9,160

資産除去債務 2,231 2,189

その他 276 269

固定負債合計 34,340 43,219

負債合計 114,199 118,883

純資産の部

株主資本

資本金 6,100 6,100

資本剰余金 23,697 23,702

利益剰余金 43,244 42,207

自己株式 △67 △42

株主資本合計 72,974 71,968

新株予約権 88 65

純資産合計 73,063 72,034

負債純資産合計 187,262 190,917
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(2) 【中間損益計算書】

(単位：百万円)
前中間会計期間

(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

売上高 169,154 185,947

売上原価 126,913 139,983

売上総利益 42,241 45,963

営業収入 11,493 12,069

営業総利益 53,735 58,033

販売費及び一般管理費 ※ 50,654 ※ 55,569

営業利益 3,080 2,463

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

テナント退店解約金 21 12

受取保険金 38 11

補助金収入 166 26

貸倒引当金戻入額 20 17

その他 21 26

営業外収益合計 270 96

営業外費用

支払利息 60 240

店舗事故損失 16 21

その他 8 16

営業外費用合計 84 278

経常利益 3,265 2,281

特別利益

固定資産売却益 － 81

特別利益合計 － 81

特別損失

固定資産除却損 30 13

減損損失 854 597

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 210

その他 0 －

特別損失合計 885 821

税引前中間純利益 2,380 1,542

法人税、住民税及び事業税 729 310

法人税等調整額 41 40

法人税等合計 771 350

中間純利益 1,609 1,191
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前中間会計期間

(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 2,380 1,542

減価償却費 3,375 3,776

のれん償却額 － 105

減損損失 854 597

店舗閉鎖損失 － 210

貸倒引当金の増減額（△は減少） △199 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 85 132

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △32 △8

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4 △70

受取利息及び受取配当金 △2 △2

支払利息 60 240

固定資産除却損 30 13

売上債権の増減額（△は増加） △126 △78

未収入金の増減額（△は増加） △875 △3,686

棚卸資産の増減額（△は増加） 771 594

仕入債務の増減額（△は減少） 3,081 4,016

預り金の増減額（△は減少） 5,455 6,266

その他 1,222 2,629

小計 16,076 16,261

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △59 △241

法人税等の支払額 △1,342 △488

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,676 15,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,283 △10,393

有形固定資産の売却による収入 170 103

無形固定資産の取得による支出 △89 △109

投資有価証券の償還による収入 － 40

差入保証金の差入による支出 △77 △7

差入保証金の回収による収入 26 1,208

預り保証金の受入による収入 135 149

預り保証金の返還による支出 △233 △221

その他 － △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,350 △9,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △900 △14,600

長期借入れによる収入 － 16,000

長期借入金の返済による支出 △2,100 △3,800

リース債務の返済による支出 △5 △5

配当金の支払額 △2,224 △2,225

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,229 △4,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,096 1,627

現金及び現金同等物の期首残高 3,838 4,370

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 4,935 ※ 5,998
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）等を当中間会計期

間の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による中間財務諸表への影響はありません。

(中間損益計算書関係)

※．販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。

前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

従業員給料及び賞与 18,623百万円 20,442百万円

賃借料 5,980 6,329

減価償却費 3,375 3,776

水道光熱費 3,106 3,567

広告宣伝費 1,961 2,088

賞与引当金繰入額 1,167 1,236

退職給付費用 187 194

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

現金及び預金勘定 4,935百万円 5,998百万円

現金及び現金同等物 4,935 5,998
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(株主資本等関係)

前中間会計期間(自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年４月10日
取締役会

普通株式 2,227 16 2024年２月29日 2024年４月30日 利益剰余金

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 2025年３月１日 至 2025年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年４月11日
取締役会

普通株式 2,228 16 2025年２月28日 2025年５月１日 利益剰余金

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間(自 2024年３月１日 至 2024年８月31日)及び当中間会計期間(自 2025年３月１日 至 2025年

８月31日)

当社は小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、小売事業及びその付随業務の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報

は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

衣料品 9,705 9,554

食品 138,078 153,321

住居・余暇 21,295 22,983

その他 75 87

売上高 計 169,154 185,947

手数料収入 2,663 2,711

顧客との契約から生じる収益 171,818 188,658

その他の収益(注) 8,830 9,358

外部顧客への売上高 180,648 198,016

(注) 「その他の収益」は当社の店舗等へのテナント誘致に伴う不動産賃貸収入であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)

当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)

(1) １株当たり中間純利益 11円56銭 ８円55銭

(算定上の基礎)

中間純利益(百万円) 1,609 1,191

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る中間純利益(百万円) 1,609 1,191

普通株式の期中平均株式数(千株) 139,256 139,336

(2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益 11円54銭 ８円55銭

(算定上の基礎)

中間純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) 154 89

(うち新株予約権) (154) (89)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、
前事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

2025年４月11日開催の取締役会において、2025年２月28日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり剰余

金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ) 配当金の総額 2,228百万円

(ロ) １株当たりの金額 16円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2025年５月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年10月13日

イオン北海道 株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

札幌事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 久 世 浩 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 勝 啓

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイオン北海道株

式会社の2025年３月１日から2026年２月28日までの第48期事業年度の中間会計期間(2025年３月１日から2025年８月31日

まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、イオン北海道株式会社の2025年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点におい

て認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれておりません。
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